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大部の論文の中で， Levi-Strauss I主，自ら調査してえたデータばかりではなく，すでに

他の研究者たちの調査によって知られていた多くの親族関連データをも統一的に解釈す

るような一般的な理論枠組みを構築する，という壮大な試みに成功している。そして，

そのような理論構成は，言語学の理論，ならびに， M. Maussの贈与の理誌を扱きにし

ては，可能とならなかった。
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Levi-Straussが巴43年ごろアメリカ合衆国亡命中のR.Jakobsonを介して知ったの

は， Saussureに端を発し Troubetzkoyらによって発展させられた「構造」言語学の理

論(殊に，その音韻論)であり，彼はそこから決定的な影響を鼓った。若い Levi-Strauss

にとっては，言語学こそは，もって人類学(およびその他の社会誌科学)の範とすべき先

進科学にほかならず，言語学の諾成果を受容することは，人類学の当面する最大の課題

である，と映ったのである。それはなせ.であろうか。

Prague学派の音韻論 (phonologie)は， 言語の第 2次分節の単位一一音素 (phoneme)

という実在性一一ーが，全く形式的な対立のシステム(Jesysteme des oppositions)にのみ

依存して存立していること，そして，その個々の音素は，二項対立をなす弁5J1j的特徴の

同時的な束として構成されていること，を科学的かつ厳密に解切していった。こうした

一連の試みの意味を反省するとき，それは，言語活動という人間固有の文化現象の基底

に，音の社会的な構成体(範隠)を発見したことにほかならない，と言うことができる。

Levi-Straussは， r格造」言語学の理論を阻鴨することにより，①社会現象は，たとえ

集合的，無君、該的であっても，自然領域からのー径の切断の上に，明確な文化領域をな

し，②一定の構造を備えた純粋の形式性，規則 (regle)として成立っている， とする基

本視角をわがものとした。すでに言語学の共有財産となったこのような方法を，同じく

集合的な社会現象であり，かつ，必ずしもその全てが当事者において意識化されている

とは言えない親族現象の解明に用いることをためらう理由は，すこしもなかったのであ

る。このようにして，彼は「構造」人類学者としての姿をあらわすことになる。

多くの点からみて， u"親族の基本椛造』は， たしかに言語学的方法(椛造的手法)を親

族現象の解析に適用しようとした試みて'あると考えられる。というのは，そこにおいて

彼は， ①個々の現象を切りはなして単独に説明するかわりに， それら要素の全体力:構

成するシステムの中で解釈すること，②諸要素の表庖的な関係にしかるべき変換を施

して，伏在するより根源トな事3灯、の関係(=r純造J)に到達すること，@そのような
Tτ~~I 

基本的なt1!i迭にもとづく宮支万夏、型4として，個々の具体的な現象を理解すること，をつ

ねに試み， ~!返し実行しているから，である。

交流の理論

また Levi-Straussは，自らの理論のいまひとつの源泉， Mauおの『贈与論.JJ(1925) 

から，着想の多くを受けとった。 Maussは， とくに固有の親族現象を論じたわけでは

なかったが，多くの「未開」社会が応a与の交換を社会生活の;u;本としている事実を直観

，白

一一人類学的交換理論の論理とその拡張一一

橋爪大三郎*

親族研究と家族研究と11，必ずしも十分な接点と交流とを保っていると言えないのが

現状である。これにはいくつかの理由があろう。まず，家族研究l主主として家族在会辛

に担われるのに対し，親族研究11社会人類学に担われている。さらに，家族研究が事実

上現代社会の家族を対象とするのに対し， 親族研究は， r未開J社会， 伝統社会にその

材料の宝庫を見出してきた。しかし，とりわけ注意すべきは，両者の研究関心のずれ，な

いしは相違であると思われる。家族研究が，ともすれば，家族集団の考察に関心を集中

させる傾向が強いのに対し，親族研究はより全体的な社会シλテムの在り桜に視角を向

ける傾向が強いと言えよう。

本稿では，①親族研究の代表例として，いわゆる人狽学的交換理論，主要には， C. 

Levi-Straussの親族理論を検討し， その論理椛逃を再構成することを試みる。そして

②その理論がどのような点において特殊であるかを規定すること，またそれを通じて

@ノ'd'Ji学の交換理論を拡張し， その視角を一般化して， 家族，社会・ンステム一般の研

究に有益な枠組みを築くこと，をめざす。

『親族の基本構造』の成立

Levi-Straussがこの害を完成したのは，彼 38訟のとき， 1947年の初耳目であった。そ

れ以前，彼は，ブラジル中央部で約 1年間人類学者としてのフィールド経験をつんでい

るが， u"絞族の基本椛造』は， その実地調査報告につぐ彼の 2番目の著書である。 この

『家族研究報.!No.1' 19子

Levi-Straussの親族理論は，今より 30年前にその形をあらわし 『親族の基本総造』

(1949)においてひとつの結実をみた。これは，すでに古典と呼ばれてよい問題の書であ

るが，残念なことに，そこに展開される親族研究の内容自体は，彼の後年の神話研究に

較べてさえ，なおそれほど知られているとは思われない。
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的に洞察した。 Levi-Straussは，構造的手法をl2t用しつつ， 続践の領域においてこの

洞察を綿密かつ具体的に実証している。すなわち彼は， 近規a禁忌 {incesttaboo) ，外

婚制 (exogamy)， 選好矯 (preferencialmarriage)の存立に関する古典的諮理論の自家笥

着(三すくみ)を論程的にのりこえ， r未開」社会の親族システムを， 女性の交換という

固有の機能をはたす有意味的なシステムとして把復する新しい理解を示した。 さらに

その発見を発展させ，女性以外にも記号の交換，物財の交換をつけ加え.それら 3者を

交換する交流(communication)のシステムとして社会を再解釈する大胆な理論枠組みを

挑想するに至っている。

では，このような作業はどのようにすすめられたであろうか。われわれは，より具体

的な検討をすすめ， Levi-Strauss理論の論理院造を究明しよう 。その際，彼の議論が，

言語学の場合とある程度並行に展開されている点に注意していく必要がある。

近続姦禁忌

『浸族の基本Uli，i告』皮切りの数章は，近視姦禁忌，熔4周波flljの起源等についての古典的

諸学説の検討にあてられている。これは，単に常識的に在来諸学説を集成しておくとい

うようなものではなくて，Levト Straussの論理展開にとって必然、的な位置を占めている

と考えられよう。ちょうど自然に属する連続的な音が，人為的{=社会的=恋君、的)に区

分され伺互に対立のうちにおかれることによって，音素を偶成ずるように，自然そのま

まの行動である結合 (union)もまた， そのいくつかのタイプがことさら対立のうちにお

かれることによって， はじめて人間的な， 有意味な行為. すなわち婚姻 (mariage){な

らびに禁止)となるコ入額は自然的な集合態(自然状態)から明確な社会状態(固有の文化

領域)へと飛躍をとげるが， そのような無秩序から秩序への移行の境界には， 必ず規範

が位置する， と Levi-Straussは考える。 したがって. 近親婚禁止(laprohibition de 

l'inceste)がどのような社会にも見出されるとLヴ事実は，近現婚禁止が社会・ンステムに

とって決定的に重要な;意義，一種の記号論的な意義を有していることを示す，と考えね

ばならない。あらゆる社会の家

族，設族が近観婚禁止を前提とし

て存立している以上，家族・ 2完族
現象を，ひとつの記号空間とみな

し，その形式的な秩序(=文法)そ

行/eli!"¥

¥三ノ
c/コ

図 1

パ~
¥とムノ

れ自身を考察の対象とする.とL、う態度は，一般言語学と同傑の正当な根拠を有するこ

とになゆ。

基本縫造

ここで，Levi-Straussが f親族の基本熔造』の中で実際、に検討の対象としているの

は，親族の 「基本諸構造J(les structures elementaires)とLヴ特定の対象にほかならな

いことを確認しておいた方がよいだろう。この基本構造とはどのようなものか? L釘 i-

Strauss自身の説明によるならば，それは， 配偶者(となるべき者)が一定の貌族関係も

、
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しくは血終的カテゴリーによって指定されているような社会の貌狭型，すなわち，配偶

者との関係が社会情造の函数であるような婚姻規制をもっ社会の親族型をさす。そこ

で，基本構迫をもっ社会を.基本社会とよぶことにしよう。

基本社会とは， どのような社会のモデルであろうか?基本社会は，明示的な続族構造

(交換の構造)を有する社会であり，自らの統合をことに規族領減において達成している

ような，社会システムの 1特殊場合である。ただし決して，人聞社会の但型であるとは

考えられるべきではなL、。 Levi-Straussが基本構造をもっ社会として分析しているの

は，オーストラリア， シベリア， ピノレマ.満州等の3首位会であるが，われわれは， これ

らの社会がし、ずれも規模の小さい， 単純な社会陪成を有する社会であって， l'守宮礼， 係

集， r原始JE1桃のような貧弱な生活基盤の上に自己維持を行う社会であることに注目

しておこう。このような社会においては，柴田の物質的基盤の援t漂をなす女性の「適正」

な配分が，とりわけ解決を要する緊要な課題として主題化される，と考えられる。配偶

者を指定する積極的な婚納規則は，集団間への女性の(再)分配に社会が介入し，全ての

交換主体の行動を制禦するための規範情報である，と理解できるだろう 。親族の基本構

造とは，ある径の極限的な状況のもとで安定した人間的な社会を築こうとする人々が，

資源配分の調和的な均衡と集団聞の混和的な交流回路との実現をめざして集合的に形成

した人間性の記号的表現形態である.とみなすことができる。Levi-Straussは，乏しい

資源を最低許容水準において分かち合う社会再生産過程のこのような静的処理形態を備

えた基本社会を評して，r;冷たい社会」とよんだ。それ故に， 彼は， このような社会の

ことを感動をもって諮り，またひるがえって現代社会を批判するまなざしの根拠ともし

ているのである。

限定交換システム・一般交換システム

婚姻が一個の交換行為であるならば，婚姻交換の集合をひとつの秩序へ統合する社会

は，自らを交換システムへと形成することになる。 L釘 i-Straussは，多くの基本社会の

親族、ンステムを分析した結果.そこに「限定交換システムJ(le systeme d巴 l'echange

restraint) ， r一般交換システムJ(le systeme de l'echange 民neralise)，の 2つの型の交

換システムが存在することを実証し，また，論理的にはその 2つ以外の型は存在じえな

いことを示した。基本社会の交換システムは，なぜ，限定交像，一般交換の両システム

に限られるのであろうか?物

基本社会のようなきわめてサイズの小さな社会の婚姻においτは，配偶者がなにがし

かの血縁者でないことは，まずれられな吟ところで血靖は， 論理的に言って，
{‘ ち"かたしん ははか危しん りょうかたしん

~与を父方親から選ぶか，母方緩から選ぶか，両方親から選ぶか，の 3 通りのいずれか

である。したがって，当該社会で生じうるすべての婚姻は，父方婚 (mariagepatrilateral) 

か，岳元嘉 (ma巾 gematrila倫 al)か，両元嘉(ma出 gebilateral)か， のいずれかである

ことになる~

また，血縁婚は，並行 (paral1ele)渓との婚姻か，交叉(croise)親との婚姻か，いずれか

であぬ基本社会においては， 交叉婚と並行婚との聞に意味対立地じる。 Levi-

， 
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Straussは， 基本社会の生活集団が単系の f~図形成原理を採用することを当然、の前提と

しているので. (厳密な議論はより俊雄なのであるが)交叉/主主行の対立が単系集団の外

婚規制に対応して生じてくる，と言えるのである。

血殺婚は.すでに生じたある婚焔交換に媒介されて(あるいはその函数として).後の

世代に再び交換が生じたことを立味している。そこで，はじめの婚姻とそれにつづく婚

銅との連関が問題となる。 LevI-StraussIi..一見区別する必要のないかに思われるいく

つかの血縁婚の型が， 突は，全く異なるタイプの交換であることを強調する。とりわけ，

母方交叉イ トコ婚と父方交文イ トコ矯との遠いは，決定的に重要である。というのは，図

2に明らかなように，父方交叉イトコ燃が既に行なわれた交換の向きを逆転させるのに

対して，母方交叉イ トコ婚は再び同

じ向きの交換を再生産するからであ 「一一寸

るa また.z交換熔から生まれた子 午 O ム干

孫同士が再び縁組みをとり結ぶ場合 L-， ~ 

に:t，両方交叉イトコ矯になること ム+ー O~lBD

が わ か る。(i) fJ方交換

ある社会の全ての交換主体がこれ 図 2

ら父方婚，母方婚，両方悠のうちど (Levi-Strauss， 1967: 511. Fig.8.0 

の型かの婚矧交淡を選好したり，社会がそれを規範づけたりするとすれば.その社会は

総体と してある径の交換システムの傑相を呈するであろう。両方熔だけが行なわれる場

合を考えれば，その社会は，相互に直接女性を提供し合う 2つ(も しくはその倍数)の交

換集団に直和分割される。また，母方婚だけを行なう社会であれば，一方向に循環的に

女性をR自与するいくつかの交換集団に直和分解される。 L是vI-Straussは，前者の場合を

限定交換システム， 後者を一位交換システムとよんだ。この 2つの交換システムの交換

経路の危単純な場合をそれぞれ様式的に示してみると， 図3のようである。いわば両方

交伎は直取引，母方交換は信

用取引と考えられる。それに

対し，父方交換は短期貸付け

であって，交換集団聞の安定

した関係を構成することがで

きない(事実，父方婚を規定す

る社会は発見されていない)。

このようにして.Levi-Strauss 

は， ①両方交叉イトコ婚が

限定交換システムを， ②母方交叉イトコ婚が一般交換システムを，それぞれ生成しう

ること， また，③父方交叉イトコ婚は交換システムを生成しえないこと，を論証しお

おせている。

以上をまとめて表 1をうる。
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交換シλテム

一般交換システム

限定交換システム

50ミモード

母方交決， ~・M・た
i片方交換

父方交良J

両方

型

MBD婚

FZD婚

z交換婚

姻婚

決

結約モデル

ところで. Levi-Straussはどのよう な論証手続きにもとづいて具体的な民族誌データ

を加工し，このよ うな親族システムの構造を抽出することができたのであろうか ?その

有力な武器として，われわれは，伎の「諮約モデルJ(mo品lereduit)に注目すべきである。

Levi-Straussが自ら締約モデルと名づける手法は，簡単に言えば， かつてL.H. 

Morganが行なったような，親族呼称法(kinshipterminology)の諸特徴からそれに対応

する特定の観族システムの様成を推定する仕方のひとつである。ただもちろん Levi-

Straussは.Morganと異なり，呼称法のさまざまのタイプの聞に進化論的な時系列をみ

とめるわけでは毛頭ない。 LevI-Straussの仕方は，呼称のシステムを，当該社会ツステ

ムの不可分の l様相としてとらえ， 類;5:J化された呼弥 (terme=項)の諸々の対立のなか

から，その呼称法がシステムとしてもつ意味一一当該社会の婚姻規則が通路づけている

特定の交換タイプーーを発見しようとする手法である弘締約モデルは，なるべく多数

の呼称をなるべく単純

な構造の図式に表示し

たもの (Levi-Stra出品

1949:331)であって，た

とえば最単純なl¥IBD

婚システムは右のよう

に示される(図 4}。こ

れは，一方向の交換サ

イクルを， メルカト ー

ノレ図法の如くに，平面

上に伸展したものであ

るとい会このモデルを下敷き『こする ことにより. Leviふーは， 種々の選闘が

暗黙の内に交換システムの存在をさし示していることを指摘することができた。
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交換理論の帰結

限定交換システムは，婚姻クラス市lを採用して交換の様態を精激化していくならば，

いくらでも複雑な構造をそなえることができるし，またそうした精巧なシステムの実例

も数多く知られている。 しかし LevI-Straussは， 母方婚に基く交換システムの方が，

より多くの交換主体をシステムに統合することが可能である点で，より「一般」的であ

ると考えた。われわれは，社会の全成員をいちいち客観的な血縁範鴎に分頬しなければ

一般交換ジステム)
 

・1・1(
 

図 3

限定交換ジステム)
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ならない限定交換システムに佼ベ，一般交換システムの方が，交換過程を制禦する規範

情報が単純で経済性がはるかに高い， と考えられる点を確認しておこう。いずれにせ

よ，基本構造のなかでは特に一般交換システムが，他の社会システムモデノレと連続する

可能性があると言えるであろう。

つぎに，われわれは，基本構造モデノレが社会システムの中に 2m:の分節をみとめてお

り，したがってまた 2重の統合の水準を設定してし、る点に注目すべきである。統合の第

1水準は.集団内統合とでも呼ぶべきものであり，諮問体が，生活柴田であると同時に

交換主体でもある(もしくは，それらの復合である):iæ~主集団に帰属し，統合される水準

である。第2水準は，集団関=社会系内統合とでも呼ぶべきものであり，この水準にお

いて，第 1水準の統合において成立する諸交換主体が，所定の規則lに従って， 交換シス

テムへと統合される。 Levi-Strauss以前の研究者たちは，主として第 1水準の統合の在

りかたにその関心を集中させ，第2水準の統合にまで目を向けることが少なかった。 そ

れに対して，交換理論は，この第2水準の統合情造 (syntagme)を固有の考察対象とした

のである命

このような佼角から，われわれは，親族の要素として Levi-Straussが提示した「波族

原子J(I'atome de parente)概念の意味を解釈しなおしておくのもよいであろう。 第 1

水準の統合にもとづく集団は，その成員の欲求を一定程度充足させているにしても，つ

ねに，欲求の完全な不充足状態(近現婚祭止)をその成員のなかに再生産しつづける。そ

のことによって， どの成員も，自らの帰属する綬族集団をこえて， 外社会との関係(婚

姻交換)をとり結ぶようさしむけられている。ある個体に egoとして注目するならば，

その個体を中心にした社会関係の束は，少くとも， m団内禁忌/集団間交換， の対立に

みあう一群の対照的な諸関係(すなわち，血族/納疾関係)，および，継/1:./非継承，の対

立にみあう一群の対照的な諸関係(父方銀との関係/母方殺との関係)，という箱鴎的対

立を含むはずである。そのような鱈ダもしくは，態度)の同時的対立をひとつの図表に

結合させるとき，有名な図5を

うる。 したがって， この「親族

原子」は，どのような意味でも

ある実体的な集団(第 1水準の

統合体)と対応するモデルなの

ではない。それは，ある個体が

およそ親族システムのただなか

で婚姻交換の当事者となる限り

仁¥IY

UJ  a/b:瓜l族/姻族

ctd:母方混/父方続

図 5 規 族 原 子

立ちあわざるをえない社会関係の集合を模式化したものなのである。

3 交換理論の拡張

Levi-Straussの交換理論は，

めていると思われる。 しかし，

多くの含意をはらみ， またさまざまな発展可能性を秘

彼の理論は， 基本構造をめぐるあくまでも特殊なもの
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にとどまっており，われわれの社会のような，基本格造とは異なった構成を有する社会

への性急な適用を許すものではなLQそれゆえ，次に，われわれの社会における交換

メカニズムが，基本社会の交換システムと. どのような関係にあるのか，を明らかにし

ていく必要がある。

一般交換システムの転態

交換の社会モデルとしての基本構造は，あえて言うならば， 1財交換モデノレであった

と言うことができるだろう。 l財交換は，何ものかを獲得するための交換ではなくて，

交換のための交換，交換行為それ自身を目的とする交換である。 Levi-Straussは，人間

把湿の基底に，このよ うな交換を実現せざるをえない人間本来の社会性を見出し，それ

を互酬性 (reciprocite)の原理，と名づけた。ところが， 社会生活の物質的基盤が変化す

るに伴って，基本院造にかわる交換システムのモデルヵ:妥当するようになってくる，と

考えられる。た主えば，市場It，①多財の②無方向的な交換システムである点が，

基本併造と異なると言えよう。 ここで，一般交換システムが，①女性以外の財の交換

を含め，また②交俊足路を復合化することによって，上述の市場型交換システムへと

連続的に転態してし、〈可能性を字んでいるのではないか， と考えてみたし、。

一般交換システムは，一方向の交換(母方婚)に基くものであった。それ故，このシス

テムにおいては，両方交換の場合と異なり，交換主体は他の特定の交換主体と与え手ー

受け手の関係によって結ばれている。すなわち，そこでは交換主体聞の関係が非対称で

ある(相互に可換ではない)，と言える。このため，一般交換システムを有する社会の中

には，女性の与え手が受け手に対して優位(あるいは劣位)に立つことが定まっている社

会が多く見られる。通常の一般交換システムとして交換サイクノレが閉じている限り，こ

うした与え手一受け手の優劣が，統合構造を変化させることはない。しかし，当該社会内

に階層分解が生じている場合には，一般交換システムの一方向交換サイクノレがいわば上

下に向かつて奴線状にひきのばされた形となり，容易に昇嫁婚告fJ，もしくは降嫁婚制jに

転化しうる CLeach，1951)。そう L、う場合には，威信の配分と女性の配分とを同時に実

行するシステムが生成していると考えられよう。

もう 1例，港資(bride-wealth)を伴う婚姻交堤を考えてみよう。いま，最単純な一般
持‘ゑ

交換システムで，女性の交換理路と婚資の交換経路とを図示してみると，次のようであ

る(図 6)。婚資は，女性とひきかえにあらゆる交換主体の間をへめぐることによって，

交換を促進する触媒機能を果たす

ものと考えられる。港資は，当該

社会において交換カの標識とみと

められた物財であるから，単に記

号的財貨でありさえすればよ<.

それ自身の使用価値はさしあたり

問題とならない。

この溶資が，家畜や土地など重 図 6

ーー→女性の交換経路

官
.........，..，..昔香資の交換経路

内究ι
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と解択する一一。

親族・家tt・2上会システム

処理されるか，に依存して規定される.

20 

~な生活資料，剰余生産物.生産手段である場合を想定してみよう。その場合には，こ

の箔資そのものが，女性と同じくひとつの緊要な資源として，交換主体の配慮をひきつ

けずにはおかなL、。すると，一役交換システムは，そのまま 2財交換システムとして機

能する。そして，個々の交換主体の交袋行為が，自らの提供する女性(洛資)に対してよ全土

り有利な怒資(女性)を対価としてえられるかどうか，を基準;こして行なわれるようにな

るとすれば，親狭的な交換システムの階j室(規範づけられた交換浪路)が消滅し，それに

かわって，ー径の自由市場が出現することになろう。アフリカの購買婿 (purchasemar-

riag巴)lti1はこれにあたると考えられるかもしれない。

五て」

点、

資源配分と交換システム

このように，基本社会以外にもさまざまの交換システムを有する社会が存在すること

を考H宣して，われわれは，社会システムの資源処理形態に注目しながら，次のようない

くつかのそテソレ化をためしに考えてみることができるかもしれなし、(去 2)。ここでわれ

われは，先にのベた統合の第 l水準iこ対応する資源処理メカニズムとして，資源の(内)

配分を， また第2水準に対応するメカニズムとして，資源の(外)交換を， それぞれ想

ムズカメ分

間
v
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その
要交民生

1) 人間の発話能力(話す能力)一一種の分節能力，ないし，嗣形成能力一寸前

提とすることなしに， 言語現象を解明する理論を満足に組み立てることができない

と同じように Levi-Straussの哀族理論もまた， 一径の禁止能力(=交換能力=女

性を議す能力=社会能力)を論理的に前提としている，と考えるべきであろう。われ

われは，彼のいう禁忌をそのような能力，禁止をその具体的な発現，と考えておく。

2) 血縁婚と近視熔とは，誤解されやすいのとは逆に，全く相異なる概念、である。だか

らこそ L釘i-Straussは，近親婚(=禁婚)が，自然的事態をさすものでなく，記号空

間における実在であることを周到にも示しておいたのである。

3) 社会人類学の慣用に従い，本稿でも次の略号を用いる。 F:父

D:娘 B:男キョウダイ Z:女キョウダイ H:夫 W:萎

4) 父方婚とし、う場合，男性の egoからみて W が父方親，たとえば FZDであるよう

な婚姻をさすのが通例である。女性の egoからみれば， この父方婚が父方親との婚

姻を意味しない点に注意すべきであろう。母方婚の場合も， 男性を egoにおいて考

える点，議論は全く同様である。また，特tこことわらないまま， 父方婚，母方矯，

両方婚の用語を，交叉(イトコ)婚に限定して用いることがある。

5) 並行とは， 向性のキョウグイ (B-B. または Z-Z)の子孫同士の関係をいい， 交叉

とは，異性のキョウダイ (B-Z)の子孫同士の関係をいう。交叉/並行の概念は対称で

あるので. egoが男性であるか女主主であるかに依存しない。

6) 諸々の民族の親族呼称法に. Hawaii型. Eskimo型， 等いくつかの類型をみとめ

i主

!貌践組織内配分
~ (十日続)

交換の方向

価格(交換の
比率)

一夫一婦1tiJ
[交換の比率)

S:息子M:母
定することができるであろう。この2つの統合の接点 2つの資源処理メカニズムの結

節点に，当該社会の主要な資源処理主体となる集団が位置すると考えられる。それは，

たとえば基本社会においては，単系集団(もしくは婚姻クラス)であり，産業社会モデノレ

においては，企業ならびに核家族である，等々もみ

交換理論を弘張してえた以上の図式化を約言すれば，次のようになろう一一社会シス

テムが，人聞を含む自然過程に干渉する仕方のひとつとして，資源処理システムを設定

する。ここで，社会システムが統合の 2重の水準を含むことに対応し，資源処理の形態

に，①集団自の資源の診転メカニズム(交換システム)によって担われる部分，②集団

内の資源の配分によって担われる部分，の 2つがあると考えられる。ある社会システム

がどのような資源処理形態上の特性(構造特性)を有するかは，その社会で緊要とされる

資源がいかなる処理メカユズムに適合的であるか，またそこでどのような規則に基いて

核家主主制j女性
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のこされた課題

以上のベたように，交換理論を広三・しながら家族研究の位置をとらえかえそうとする

ならば.どのような課題がみえてくるであろうか。おそらし社会システムの中に，ひ

とつの制度体としての(俵)家民市lを位置づけ，両者の相互作用連関を明確に規定し把復

すること，がその中心的な課題になると言ってよいであろう。具体的には， ①産業化

に伴い核家族化が進行するとし、う 主主主主的な::r;突を， どれ径綿密な要因辺関によって説明

できるか，また，②早婚，離婚(の増加).高齢2実践，欠損家族，安保護家族，単身者，

合体家族，コミューン家族，等々(の大量発生).が社会システムにどのような変化を与

え，またそこから反作用を与えられるか，さらに， ③スワッピング.同性愛， 婚前交

渉，婚外交渉.婚外出産，中絶， ヒ・ノレ，人為受胎，生命科学.等々と家族制，社会シス

テムとの関連をどうとらえるか，① 家族にかかわる径々の慣行，社会制度剖~~手段，

たとえば，葬(制11.相続及び相続法.私有財産制，税制1.給与体系，戸籍・名称システム

などが，家族制lと最適に対応してし、るかどうか，また，最適に対応するための条件はな

にか，を採っていくことが考えられよう。その作業にあたっても，交換理論の示唆は有

益であろうと思われる。

購買熔ツステム

市場システム

高

低

高

官

同

女性

(家苔
女性

生産物商品

土地農業社会

牧畜社会

産業社会
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うることは，すでに知られていた (Lowie，19::!8J。そうした分類は， オヂ.オパ，

イトコに対する呼称の弁別的な特性一ーたとえば， i¥fBDとFZDとを区別するか.

等々ーー に注目して行なわれていたが， それらの意味するところは明確にはつかま

れていなかった。それに対して Levi-Straussの解釈は， もはや分煩学的(taxono・

mique)ではなく，システム的かつ包括的である。彼は，おのおのの呼祢法を対立し

あう一連の範鳴のシステムとして再椛成し， そのようにしてえた呼称システムを交

換ツステムと対応づけることに成功している。 この作業は，呼称システム一一当該

社会の中で共有されている，当ム忠心的な関係の認知図式 (ego-centeredcognitive 

map)ーーを，交換集団関の客観的な社会統合図式に変換する操作にほかならない，

と規定しておくのがよかろう。

7) 締約モデルは一般交決システムを表示するためのモテソレであった。が，それに対

して，限定交換システムのためのモデルを， Levi-Straussは考案していないと思われ

る。そこで私は. 特に多くの婚姻クラスを伴う場合の限定交換システムを表示する

に好都合な立体モテソレの使用を提唱してみたい。限定交換システムのひとつに 8

つの婚姻クラスをそなえた， いわゆる Aranda型システムがあるが， それは次のよ

うな婚姻規則を有することが知られている。 このシステムは， 可婚者を婚姻クラス

一→:母子関係
--.記偶関係
112 :母系半淡61215 A/B/CID :父処居住集団

[Levi -Strauss. 1962: ch.2) 

により積極的に指定することによって， i¥f)1BDD(母方第2交叉イトコ)婚型の婚姻

を規範化するシステムである。 Leenhardtの報告によれば (Levi-Strauss，1967: 

勾 148]. これらカテゴリーの聞に， 原地 Aranda族の人々は， cych'! (i¥f→ 0)， pair 

(W -H)， couple (F→ S)，という関係を概念化している，という。これらの関係を

も表示し，あわせてAranda型交換システムの交換経路をも表示するために，上の婚

姻規則に変形を施して，ひとつの 3次元モデルを繕成し，それを CubicModelと呼

ぶことにしたい。このモデルは，①婚姻クラスによって交換を行うような全ての交

換システムを簡潔に表現することが可能であり，②それらモデル相互の比絞， 変

明町ぞF守......-..:、---o.~..........y ~ --;一日，

口
一一

: cycle 

: palr 

: couple 
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換，合成を亥示するのに便利であり，③ Murnginシステムの解釈に関する Levi-

Straussの若干の誤謬を発見し.明瞭に指府することを可能にする，等の手IJ点を有し

ている。 この表示によれば， 一位交換システムが交換集団の婚姻運命を性別jにより

2分割して交換サイタノレを形成するのに対し この限定交換ジステムヵ" それと直

交する系金による 2分割を録用して交換サイクノレを形成していること， そしてその

結果，非調和(dysharmonique，すなわち.居住規則と出自規filJとが合致しないこと)

とならざるをえない事情も，容易に理解できる。

8) 交換理論の注目すべき帰結のひとつとして，交換主体である集団が自己を統合す

る出自規則に母系，うと系いずれの系譜原理を採用しても機能的に等価である(すな

わち，親族構造の関与的 (pertinentlな特性とはならなし、).という認識が導かれる。

系議原理は， その本性上. 全体社会をいくつかの下位柴田に分割する原理であり，

第 1水準の統合を良定するだけのものである。 したがって， 交換・ンステムという第

2水準の統合構造を問題とする限りでは， いずれの出自規則も交換単位を形成する

後能を果たしている点で区別する必要がないのである。

9) この点に関しては， Levi-Strauss自身においても誤算があった。彼は， 基本社会

以外の社会を， r復合構造J(les structures complexes)を有する社会と規定し， w親

族の基本構造』につづく書物においてその婚姻交換システムの構造を分析する， と

予言したものの，ついにその作業を中途てー断念するほかなかったのである。

10) 2重統合にもとづく社会システムの図式をいますこし政街してみよう。基本社会

において，個体は， 交換集団(ある特定の観族集団)1こ帰属することを通じて， はじ

めて(女性の)交換カを獲得する。 ところで， 女性の存在をひとつの端的な生産力と

規定するとすれば， 基本社会の構造と産業社会の構造との間に， 論理的にブ?とで

な関係を見出すことができるーーすなわち， いずれのシステムも， ともに生産力を

主主元己主化さ岳 ~.>I"j] 二夫ょを擁していると言える。市場ツステムにおける交換
主体一一企業ーーを，第 1水準における統合体と考えよう。賃労働者自身は， 当初

何らの交換力を有しないが， 特定の企業に帰属し生産に寄与することによって， 応

分の交換カ (money)の配分を受ける。企業の生産活動が単能であるため，企業は，自

身で成員の欲求を全て満たすことはできず， 成員のうちにつねに欲求の不充足状態

(有効需要)を再生産しつづけるが， また自らは， 社会的交換システムのなかへ統合

される以外に存立しえない，等々一一、

また興味深いことに，親族領域をみると， 産業化に伴って， 交換主体としての親

族組織が解体し， 自立した原子的交換主体としての個々の核家族へと転成してい

く，と考えられるのに対し， 商品市場においてはちょうどそれと逆に， 資本銅lの成

熟に伴い， 当初の原子的な無数の交換主体が次第にその自前の交換力を喪ってい

き，寡占体や政府が徐々に有方向的な交換のシステムを形成しつつあるかに見える

ことである。 この 2つの過程が同時に進行することの根拠を， 次のように考そ?こ

ともできるかもしれない。すなわち， 労働力の商品化とは，企業が諸個体に自由な

交換力を与えることを意味したため， 産業化の進展は， 核家族をこえる規僕の実体

的な親族集団(資源、の内配分メカニズム)形成を阻害することになるから，と。

市場による交換システムは，近代経済学の一般均衡理論によって分析されてきた。
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が， その対極にある規族システムを解明した人頬学的交換理論の基礎視角を， その

補完的な武器のひとつに加えることができるのではないか。それによって.一般均衡

理論の諸前提が妥当しにくいいくつかの場合，たとえば，独占体制，計画理論，国際

体系などを検討する場合の枠組みを，多少なりと広げることができるかもしれない。
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大河内学説への家族論的アプローチ

粒良志保美*

家族研究に対する問題関心を，家族を一つの単位として.その内部に向けられるもの

と家族を 1情成要素とするより広い外部システムの中に家族を位置付けようとするもの

とに 2分した場合，少なくとも理論的;こは前者の問題関心に溶かれる研究の方が一歩先

に進んでいるように思われる。しかし，今日，経済と言わす・社会と言わす.変動の激しい時

期にあって，社会変動と家族変動との相互規定性が家族研究の重要な研究課題とされ，

また老人問題，主婦層の就業化など， 家族問題であると同時に福祉問題. 労l劫問題等々

でもあるといった問題が析出しているなかで，後者の問題関心に浮かれた理論研究は，

現代家反研究の緊急課題であると言えよう。すでに老人問題等具体的諸問題を分析する

なかで，家族とそれをとりまく外部システムとの関係を明らかにした研究は数多いが，

理論研究の蓄積は，それに比して乏しく遅れていると言わねばならない。

理論化の方法は様々あると思われるが.隣接諸社会科学の研究成果をとり入れるのも

有効な方法の一つであると考える。本稿は，そのような試みの一つであり，すでに体系

的理論化が大成されている大河内一男の学説(大河内の数多い業績の内， 本稿でとりあ

げるのは社会政策論と国民生活の理論である)のなかに. そこに主題化されていない家

族を明確に措定し，再椛成を試みるという方法によって社会政策と家族との関係を明ら

かにしようとしたものである。それは，単に社会政策論の研究成果を一方的に利用する

にとどまらず，同時に，社会政策論に於いて従来看過されていた点や誤謬を切らかにす

ることでもある。

まず，何故大河内学説をとりあげるのか，それも社会政策論と国民生活の両者をとり

あげるのか，その理由と今日的意義を述べることにしたい。

従来，大河内が一貫した問題関心のも乏に展開した理論でありながら，社会政策論と

国民生活の理論とは相互に独立にとりあげられることが多かった。それは社会政策研究

に於いても，生活研究に於いても，また社会保障，社会福祉研究に於いても，さまざま

な誤謬を生み出す原因となっている。大河内の一貫した問題関心とは労働力再生産理論

の展開であった。隅谷三喜男はその最も忠実な後継者としてあげることができるであろ
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大河内学説再検討の今日的意義
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